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＜行動計画＞ 

１ 計画期間  平成１９年４月１日から平成２１年３月３１日までの２年間 

２ 内 容 

目標１ 計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 

男性行員…当該計画期間内に、１人以上取得すること 

女性行員…取得率を７０％以上とすること 

目標２ 小学生未満の子を持つ職員が、本人の申出により、始業または終業時刻の繰上げま

たは繰下げができる制度の周知・徹底を図る。 

目標３ 妊娠中および出産後の女性職員について、母子の健康の確保について、全職員が健

康管理できる体制を整備し、より一層の周知・徹底を図る。 


